
○ 平成27年４月より、高等学校の全日制・定時制課程における遠隔授業［教科・科目充実型］を正規の授業として
制度化し、対面により行う授業と同等の教育効果を有するとき、受信側に当該教科の免許状を持った教員がいなくても、
同時双方向型の遠隔授業を行うことができることとしている。
○ これにより、高等学校段階において、先進的な内容の学校設定科目や相当免許状を有する教師が少ない科目（第二
外国語等）の開設、小規模校等における幅広い選択科目の開設等、生徒の多様な科目選択を可能とすること等により、
生徒の学習機会の充実を図る。

教師 ＋ 児童生徒

教師支援型 教科・科目充実型合同授業型

教師 ＋ 児童生徒 当該学校の教師（当該教科の免
許状の有無は問わない）＋ 生徒

教師 ＋ 児童生徒

ALTや専門家等 当該教科の免許状を保有する教師

※高等学校段階のみ 児童生徒が多様な意見や考えに触れ
たり、協働して学習に取り組んだりする
機会の充実を図る。

 児童生徒の学習活動の質を高めると
ともに、教員の資質向上を図る。

 生徒の多様な科目選択を可能とすること
などにより、学習機会の充実を図る。
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（１）遠隔授業［教科・科目充実型］の制度化
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（２）遠隔授業［教科・科目充実型］を行う際の主な留意事項

○ 病室等における病気療養中の生徒等に対し同時双方向型の遠隔授業を行う場合の特例として、令和元年11月には受信側
の病室等に当該高等学校等の教員を配置することは必ずしも要しないこととするとともに、令和２年４月には修得単位数の上限
（36単位）の算定に含めないこととする制度改正を実施。令和５年３月には、同時双方向型を原則としつつ、事前に収録した
動画を視聴するオンデマンド型の授業による単位認定を可能とする告示改正を行い、4月より施行。

（３）病気療養中の生徒等に対して行う場合の要件緩和

（参考）関係法令抜粋
■学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）
第88条の３ 高等学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修
させることができる。

第96条 校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、74単位以上を修得した者につ
いて行わなければならない。ただし、（略）

２ 前項前段の規定により全課程の修了の要件として修得すべき74単位のうち、第88条の３に規定する単位数は36単位を超えないものとする。ただし、
疾病による療養のため又は障害のため、病院その他の適当な場所で医療の提供その他の支援を受ける必要がある生徒であつて、相当の期間高等学校
を欠席すると認められるものについては、この限りでない。

生徒数 ・同時に授業を受ける生徒数は、原則として40人以下とすること。

配信側 ・受信側の高等学校等（生徒の在籍する高等学校等）の身分を有すること。
・学校種や教科等に応じた相当の免許状を有すること。

受信側
・原則として教員を配置するべきであること。
※ただし、病室等において病気療養中の生徒等に対して遠隔授業を行う場合には、教員配置は必ずしも要しない
（その場合には、病室等での適切な体制整備が必要）

学習評価 ・単位認定等の評価は、配信側の教員が行うべきであること。（受信側教員はそれに協力）

その他
・遠隔授業を行う教科・科目等の特質に応じ、対面により行う授業を相当の時間数行うこと。
・36単位を上限とすること。
※ただし、病室等において病気療養中の生徒等に対して遠隔授業を行う場合には、単位数上限の算定には含めない
※※主として対面により授業を実施するものは単位数上限の算定に含めない
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